
～子どもの権利条約が定める「４つの原則」～

子どもの最善の利益
（子どもにとって最もよいこと）

子どもの意見の尊重
（子どもが意味のある参加ができること）

生命、生存及び
発達に対する権利
（命を守られ成長できること）

差別の禁止
（差別のないこと）

さだ げんそく

はじめに ～子どもの権利条約～
じょうやく

きん

せいぞん

はったつ たい

し

もっと

いのち せい ちょう

い けん そんちょう

い み さん か
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　子どもの権利条約（正
せい

式
しき

名
めい

称
しょう

:児
じ

童
どう

の権利に関
かん

する条約）は、すべての子どもの基
き

本
ほん

的
てき

人権を守

ることを目
もく

的
てき

につくられた条約です。

　1989年
ねん

の第
だい

44回
かい

国
こく

連
れん

総
そう

会
かい

において採
さい

択
たく

され、日
に

本
ほん

では1994年から効
こう

力
りょく

を持つようになりまし

た。世
せ

界
かい

中
じゅう

でこの条約を締
てい

約
やく

（守ることを決
き

めている）している国や地
ち

域
いき

は196に及
およ

びます。

　条約では、すべての子どもの生
せい

命
めい

が守られると同
どう

時
じ

に、どんな理由による差
さ

別
べつ

も受
う

けず、子ど

もにとって最
さい

善
ぜん

の利
り

益
えき

が図
はか

られるための「決
き

まりごと」が記
しる

されています。

すべての子どもは、子ど
も自

じ
身
しん

や親
おや

の人
じん

種
しゅ

や国
こく

籍
せき

、性
せい

、意
い

見
けん

、障
しょう

がい、
経
けい

済
ざい

状
じょう

況
きょう

などどんな理由
でも差別されず、条約の
定めるすべての権利が保
障されます。

すべての子どもの命が守られ、
もって生まれた能

のう
力
りょく

を十分に伸
の

ば
して成長できるよう、医

い
療
りょう

、教
きょう

育
いく

、生
せい

活
かつ

への支
し

援
えん

などを受けるこ
とが保障されます。

子どもに関することが決められ、行
われる時は、「その子どもにとって
最もよいことは
なにか」を第

だい
一
いち

に考えます。

子どもは自
じ

分
ぶん

に関
かん

係
けい

のある事
こと

柄
がら

につ
いて自

じ
由
ゆう

に意見を表
あらわ

すことができ、
おとなはその意
見を子どもの発

はっ

達
たつ

に応
おう

じて十分
に考

こう
慮
りょ

します。

（出
しゅっ

典
てん

：公
こう

益
えき

財
ざい

団
だん

法
ほう

人
じん

日
に

本
ほん

ユニセフ協
きょう

会
かい

ホームページ）


